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子ども予防接種週間のお知らせ
健康福祉課健康づくり推進室

℡９３３―０７７７

　予防接種及びその相談を通常の診療時間に受けに

くい方に対して一部の医療機関で、平日の夜間、土

曜日、日曜日に予防接種や相談を受けることができ

ます。　

○期間　３月１日（木）～７日（水）の７日間
○対象者　
定期予防接種（下記予防接種の種類）の接種対象者に
該当される方
○予防接種の種類　
三種混合、二種混合、ＭＲ（麻しん風しん混合）、
日本脳炎
○持参するもの　
母子健康手帳、予防接種予診票手帳（お持ちの方）
※接種できる医療機関、接種時間等につきましては、
　かかりつけ医または健康づくり推進室へお問い合
　わせください。

軽自動車、バイク等は
廃車手続きが必要です
税務課　℡９３４―２２４２

　軽自動車税は毎年４月１日現在の所有者または使

用者に課税されます。

　車の廃車、譲渡、盗難等の場合や所有者等の転出

の場合は、届出手続きが必要です。届出（ナンバープ

レートの返却）がない場合、登録がいつまでも残っ

たままになり、車を所有しているとみなされ、課税

されます。４月２日以降に廃車の手続きをされても、

その年度は全額課税となります。

　廃車等の手続きは忘れずにおこなってください。

○問い合わせ

【１２５ｃｃ以下のバイク】　

税務課　℡９３４―２２４２

【１２５ｃｃを超え２５０ｃｃ以下のバイク】

全国軽自動車協会連合会　福岡県事務取扱所

℡６４１―０４３１

【２５０ｃｃを超えるバイク】

九州運輸局福岡運輸支局

℡０５０-５５４０-２０７８

【軽自動車（四輪）】

軽自動車検査協会　福岡主管事務所

℡６４１―８９２６

子ども手当を２月 10 日に
支給しました

子育て支援課　℡９３４―２２５０

　１月 16日（月）までに申請した方に対し、平成 23年

10月分から平成 24年１月分までの子ども手当を、２

月 10日（金）に支給しました。

　申請がお済みでない方、１月 16日（月）までに申請

したにもかかわらず受給されていない方は、上記まで

お問い合わせください。１月 17日（火）以降に申請し

た方に対しては、６月に支給する予定です。

　申請期限は本年３月末までとなっており、期限を過

ぎると昨年10月分以降半年間の手当を受給できなく

なりますのでご注意ください。

○必要な手続

　支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を

受給していた方も含めて、新たに認定請求書を提出す

る必要があります。平成 23年 10月に必要な方へ認定

請求書を個別に郵送しております。

保育園児にお絵かき帳を頂きました
子育て支援課保育係　℡９３４－２２５０

　12月21日（水）、須恵町に工場がある久野印刷㈱さ

んより、町立保育園の園児１人ずつにお絵かき帳を

いただきました。ありがとうございました。

平成24年度４月からの認可保育園
保育料についてのお知らせ

子育て支援課　℡９３４―２２５０

○保育料の算定について

　保育料は、平成23年中の所得に対する所得税合計

額にて決定します。（基本は、父母分のみを合計しま

すが、祖父母等が家計の主宰者となっている場合は

その方の分を加算します）

　所得税が非課税の場合は、平成23年度（平成22年

分）市町村民税額にて決定します。

○税制改正による控除廃止への対応について

　平成 23年分所得税より、「年少扶養控除（０～ 15

歳）」、「特定扶養控除（16～ 18歳）の上乗せ部分」が

廃止されています。控除廃止による影響を減らす為、

平成 24年度保育料については、控除があるものとし

て所得税を再計算し、保育料を算定します。

年金定期便相談を行います
住民課国保年金係　℡９３４―２２４１

　年金定期便が届いた方を対象に相談窓口を開設し

ます。相談は年金事務所に委託を受けた社会保険労

務士が対応しますので、お気軽にお越しください。

○持参するもの

　年金定期便、年金手帳、厚生年金の記録に疑義が

　ある場合は当時の給与明細等、代理の方がご相談

　される時は、「委任状」と代理の方の身分証明書

○日時　３月 13 日（火）９時～ 12 時、13 時～ 17 時

○場所　役場１階多目的ホール

宇美町立図書館休館のお知らせ
社会教育課　℡９３３―２６００

図書館　℡９３２―０６００

　町立図書館蔵書点検及び図書館児童・青少年コー

ナーの床フローリング補修工事を実施するため、下記

の期間について図書館を休館します。

　なお、２階生涯学習センターにつきましては、工事

期間中、騒音等が発生する作業を極力調整し開館しま

すが、研修室が一部利用できません。なお、交流ス

ペースは使用できませんが、研修室Ｃを学習スペース

として開放します。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご

理解とご協力をお願いします。

○図書館休館日　２月 20日（月）～３月５日（月）

注意!有害鳥獣（イノシシ等）の
捕獲を行います

産業振興課　℡９３４―２２２３

　近年、イノシシ等が山間部を中心に農作物や畑を荒

らし、大きな被害が発生しています。被害を防止する

ために、次のとおり有害鳥獣の捕獲を行いますので、

山林に入る際は十分に注意して下さい。

○期間　３月１日（木）～３月 21日（水）

○区域　町内山間部

○方法　猟銃・箱罠による捕獲

人権擁護委員の再任のお知らせ
共働のまちづくり課　℡９３４－２３７０

　平成 24年１月１日付けで、長澤武司さん（桜原小学

校区）が法務大臣から委嘱を受け、人権擁護委員に再

任されましたのでお知らせします。

悪質な訪問販売にご注意を！
産業振興課　℡９３４―２２２３

　最近、強引に商品を売りつける業者があり、宇美

町内で被害が発生しております。特に、昼間高齢の

ご家族だけが家におられる場合や、お年寄りの単身

世帯の方は、ご注意をお願いします。

◎見知らぬ人が来ても玄関を開けず、まず訪問した

　目的を確認しましょう。

◎自分に必要のない訪問であれば、扉を閉めたまま、

　きっぱり断りましょう。

◎「○○の点検に来た。」や役場などの公的機関や有

　名企業のふりをして訪問する場合もあります。安

　易に信用せず、身分証等を確認しましょう。

◎その場で購入や契約をせずに、判断に迷ったらご

　家族や友人に相談しましょう。

◎断っても帰らない、大声を出すなど脅迫めいた態

　度の場合は、警察に連絡しましょう。

◎無理やり商品を買わされたり、不当な請求を受けた

　場合は、警察や消費生活センターに相談しましょう

・福岡県警察本部総合相談　℡６４１ー９１１０

・福岡県消費生活センター　℡６３２ー０９９９

休日転入・転出窓口を廃止します
住民課　℡９３４―２２４１

　平成 21年から３年間にわたり試行的に開設した３

月最終日曜日の転入・転出異動届けの窓口は、利用者

が少数であったため、廃止します。ご了承ください。

　なお、毎月 15日（15日が休日の場合は、翌開庁日）

の夜間窓口は従来どおり 20時まで開設しますのでご

利用ください。

　また、毎月第４日曜日の町税等納税窓口も当分の間

継続します。


